
 

 

 

 

目黒区めぐろ歴史資料館の臨時休館について 

 

 目黒区めぐろ歴史資料館条例（平成２０年３月目黒区条例第１２号）第４条第１項ただ

し書きの規定により、目黒区めぐろ歴史資料館を以下のとおり臨時休館する。 

 

１ 臨時休館日 

  令和５年６月２５日（日曜日） 

 

２ 休館理由 

目黒区めぐろ歴史資料館を含む施設の電気設備及び消防設備点検を行うことに伴い、

全館停電となるため。 

 

３ 区民への周知方法 

告示及び区ホームページへの掲載により周知する。 

 

４ 告示日 

令和５年６月１５日（木曜日）予定 

 

以    上 
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